
口 蹄 疫 防 疫 対 策 の 更 な る 徹 底 を 
お 願 い し ま す ! 

 平成22年の宮崎県での発生以降、日本での口蹄疫の
発生は確認されていませんが、近隣諸国では引き続き口
蹄疫が発生しており、特に韓国においては、昨年7月から
本年4月までに188件の口蹄疫（O型）の発生が確認され、
台湾でも本年5月に約2年ぶりに口蹄疫（A型）の発生が
確認されました。また、他の東アジア諸国でも継続して口
蹄疫の発生が確認されています。 
 
 
 さらにこれからアジア地域における人・物の移動が一層
盛んになる春節（ 2月8日）を迎えることもあり、日本国内
への口蹄疫ウイルスの侵入リスクが極めて高い状況にあ
ると考えられます。 

家畜保健衛生所たより 
平成27年度 第22号  平成27年12月28 日 

山梨県西部家畜保健衛生所   

※2015年は以下の国で発生しています 
  口蹄疫：中国、香港、モンゴルなど 

飼養家畜が特定症状を呈していたら早期通報を！ 
☆以下の①～③のどれかを呈していたら特定症状 

①発熱39℃以上の家畜が 
 泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下or泌乳停止 
 のいずれかを呈し、 
 口腔内、鼻部、乳頭等に水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕を呈す場合 
②同一畜房内で複数の家畜の口腔内等に水疱等があること 
③同一畜房内で半数以上の哺乳畜が2日間で死亡すること 

山梨県西部家畜保健衛生所 
電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728 
夜間の連絡は・・・090-5564-1018    
土日・休日の連絡は・・・ 090-5564-1018 または090-5568-0817 



農場の従業員も含めた畜産関係者の皆様の、口蹄疫等が発生している国への
渡航及び発生している国の畜産関連施設由来の郵便物等の受け取りの自粛を
お願いします。 

 もし、渡航する場合や口蹄疫等が発生している国から郵便物を受け取る場合に
は、以下の点にご注意ください。 
①渡航に当たっての留意事項 
 ・農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らない。 
 ・肉製品等を日本に持ち帰らない。 
 ・帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防   
     疫官の指導を受ける。 
②帰国後の留意事項 
 ・飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間は衛生管理区域に立ち入らない。                 
     農場主や従業員等必要のある者がやむを得ず立ち入る場合は、洗髪・入浴・ 
     更衣等適切な措置を講じた上で立ち入る。 
 ・飼養衛生管理基準に基づき、海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に 
     持ち込まない。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他必要  
     な措置を講ずる。 
③郵便物、貨物等の受け取りに当たっての留意事項 
 ・農場等の畜産関連施設由来の郵便物等は、衛生管理区域内に持ち込まない。 
     やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他必要な措置を講ずる。 

＊農林水産省ホームページの「家畜衛生に関する情報」も参考にして下さい
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html） 

 牛・豚飼養農家の皆様には、海外渡航者が農場に立ち
入らないように注意すること、農場訪問者の記録など、更
なる飼養衛生管理基準の遵守をお願い致します。 

 

◎牛や豚を飼育する上での衛生管理のポイント 

１．病気に関わる最新情報の把握 

２．牛舎・豚舎などの飼育区域（衛生管理区域）への病原体の持込みの防止 

３．野生動物等からの病原体の侵入防止 

４．牛舎・豚舎の衛生状態の確保 

５．家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 

６．その他（埋却等の準備、立ち入り者の記録など） 
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